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承第２号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

平成２８年３月２５日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２８年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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平成２７年度美濃加茂市一般会計補正予算（第８号） 

平成２７年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，８４６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，０７４，３９５千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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承第３号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

平成２８年３月２８日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成２８年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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平成２７年度美濃加茂市一般会計補正予算（第９号） 

平成２７年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５，２０３千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，１２９，５９８千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
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第 ２ 表

（追加）

千円

2 総務費 1 総務管理費
総合医療センター用地造成事
業

4,174

長良川鉄道経営安定支援事業 3,000

3 民生費 1 社会福祉費 総合福祉会館事務 864

2 児童福祉費 ＩＣＴ活用保育事業 52,550

6 商工費 1 商工費 中小企業支援事業 2,000

7 土木費 2 道路橋りょう費 橋りょう補修事業 19,025

3 河川費 加茂川総合内水対策事業 17,190

9 教育費 1 教育総務費 いじめ対策事業 245

6 保健体育費 体育館管理事業 14,830

繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

款 項 事　　　　　　　業　　　　　　　名 金　　　　　　額
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（変更）

補正前 補正後

千円 千円

7 土木費 4 都市計画費かわまちづくり整備事業 31,000 62,804

金　　　　　額
款 項 事　　　業　　　名
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承第４号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２

８年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

  平成２８年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

記 

   美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例 

（美濃加茂市税条例の一部を改正する条例）

第１条 美濃加茂市税条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（災害等による期限の延長） （災害等による期限の延長） 

第１１条の２ 市長は、広範囲にわたる災害

その他やむを得ない理由により、法又はこ

の条例に定める申告、申請、請求その他書

類の提出（審査請求に関するものを除

く。）又は納付若しくは、納入（以下本条

中「申告等」という。）に関する期限まで

にこれらの行為をすることができないと認

める場合には、地域、期日その他必要な事

項を指定して当該期限を延長するものとす

る。 

第１１条の２ 市長は、広範囲にわたる災害

その他やむを得ない理由により、法又はこ

の条例に定める申告、申請、請求その他書

類の提出（不服申立てに関するものを除

く。）又は納付若しくは、納入（以下本条

中「申告等」という。）に関する期限まで

にこれらの行為をすることができないと認

める場合には、地域、期日その他必要な事

項を指定して当該期限を延長するものとす

る。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（固定資産税の非課税の申告） （固定資産税の非課税の申告） 
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第４２条の２ （略） 第４２条の２ （略） 

第４２条の３ 法第３４８条第２項第９号、

第９号の２若しくは第１２号の固定資産又

は同項第１６号の固定資産（独立行政法人

労働者健康安全機構が設置する医療関係者

の養成所において直接教育の用に供するも

のに限る。）について同項本文の規定の適

用を受けようとする者は、土地については

第１号及び第２号に、家屋については第３

号及び第５号に、償却資産については第４

号及び第５号に掲げる事項を記載した申告

書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校

法人若しくは私立学校法（昭和２４年法律

第２７０号）第６４条第４項の法人、公益

社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人

若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置する

もの、医療法（昭和２３年法律第２０５

号）第３１条の公的医療機関の開設者、令

第４９条の１０第１項に規定する医療法

人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

一般社団法人（非営利型法人（法人税法第

２条第９号の２に規定する非営利型法人を

いう。以下この条において同じ。）に該当

するものに限る。）若しくは一般財団法人

（非営利型法人に該当するものに限

る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働

者健康安全機構、健康保険組合若しくは健

康保険組合連合会若しくは国家公務員共済

組合若しくは国家公務員共済組合連合会で

看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工

士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若

しくは作業療法士の養成所を設置するも

の、公益社団法人若しくは公益財団法人で

図書館を設置するもの、公益社団法人若し

くは公益財団法人若しくは宗教法人で博物

館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条

第４２条の３ 法第３４８条第２項第９号、

第９号の２又は第１２号の固定資産につい

て同項本文の規定の適用を受けようとする

者は、土地については第１号及び第２号

に、家屋については第３号及び第５号に、

償却資産については第４号及び第５号に掲

げる事項を記載した申告書を、当該土地、

家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立

学校法（昭和２４年法律第２７０号）第６

４条第４項の法人、公益社団法人若しくは

公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉

法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭

和２３年法律第２０５号）第３１条の公的

医療機関の開設者、令第４９条の１０第１

項に規定する医療法人、公益社団法人若し

くは公益財団法人、一般社団法人（非営利

型法人（法人税法第２条第９号の２に規定

する非営利型法人をいう。以下この条にお

いて同じ。）に該当するものに限る。）若

しくは一般財団法人（非営利型法人に該当

するものに限る。）、社会福祉法人、独立

行政法人労働者健康安全機構、健康保険組

合若しくは健康保険組合連合会若しくは国

家公務員共済組合若しくは国家公務員共済

組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生

士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、

理学療法士若しくは作業療法士の養成所を

設置するもの、公益社団法人若しくは公益

財団法人で図書館を設置するもの、公益社

団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教

法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５

号）第２条第１項の博物館を設置するもの

又は公益社団法人若しくは公益財団法人で

学術の研究を目的とするもの（以下この条

において「学校法人等」という。）の所有
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第１項の博物館を設置するもの又は公益社

団法人若しくは公益財団法人で学術の研究

を目的とするもの（以下この条において

「学校法人等」という。）の所有に属しな

いものである場合においては当該土地、家

屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で

使用させていることを証明する書面を添付

して、市長に提出しなければならない。 

に属しないものである場合においては当該

土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等

に無料で使用させていることを証明する書

面を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受け

なくなった固定資産の所有者がすべき申

告） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受け

なくなった固定資産の所有者がすべき申

告） 

第４２条の５の２ 法第３４８条第２項第３

号、第９号から第１０号の１０まで、第１

１号の３から第１１号の５まで、第１２号

又は第１６号の固定資産として同項本文の

規定の適用を受けていた固定資産につい

て、当該各号に掲げる用途に供しないこと

となった場合又は有料で使用させることと

なった場合においては、当該固定資産の所

有者は、その旨を直ちに市長に申告しなけ

ればならない。 

第４２条の５の２ 法第３４８条第２項第３

号、第９号から第１０号の１０まで、第１

１号の３から第１１号の５まで又は第１２

号の固定資産として同項本文の規定の適用

を受けていた固定資産について、当該各号

に掲げる用途に供しないこととなった場合

又は有料で使用させることとなった場合に

おいては、当該固定資産の所有者は、その

旨を直ちに市長に申告しなければならな

い。 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 法附則第１５条第２項第７号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

４ 法附則第１５条第２項第６号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

５ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定
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する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

１０ （略） ５ （略） 

１１ （略） ６ （略） 

１２ （略） ７ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第６条の３ （略） 第６条の３ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第９項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日から

３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第９項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日から

３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び

令附則第１２条第３６項に規定する補助

金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用 

(6) （略） (6) （略） 
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９ （略） ９ （略） 

（美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年美濃加茂市条例第

２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における改

正後の条例第８０条第１項から第４項まで

の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における改

正後の条例第８０条第１項から第４項まで

の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

第８０条

第１項 

施行規則第３

４号の２様式

地方税法施行規則の

一部を改正する省令

（平成２７年総務省

令第３８号）による

改正前の地方税法施

行規則（以下この節

において「平成２７

年改正前の地方税法

施行規則」とい

う。）第４８号の５

様式 

（略） 

第８０条

第１項 

施行規則第３

４号の２様式

地方税法施行規則の

一部を改正する省令

（平成２７年総務省

令第３８号）第１条

の規定による改正前

の地方税法施行規則

（以下この節におい

て「平成２７年改正

前の地方税法施行規

則」という。）第４

８号の５様式 

（略） 

４～６ （略） ４～６ （略） 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する

場合においては、同項から前項までに規定

するもののほか、改正後の条例第１２条、

第８０条第４項及び第５項、第８２条の２

並びに第８３条の規定を適用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる改正後

の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する

場合においては、同項から前項までに規定

するもののほか、改正後の条例第１２条、

第８０条第４項及び第５項、第８２条の２

並びに第８３条の規定を適用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる改正後

の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句
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は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 （略）

第８０条第５

項

 （略）

第８２条の２

第１項

 （略）

第８３条第２

項

 （略）

 （略）

第８０条第５

項

 （略）

第８２条の２  （略）

第８３条第２

項

 （略）

８・９ （略） ８・９ （略） 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

 （略） 

第６項  （略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項の 第９項の 

同項から前項

まで 

同項、第５項

及び前項 

第７項の表第

１２条の項 

 （略） 

 （略） 

第７項の表第

８０条第５項

の項 

 （略） 

第７項の表第

８２条の２第

１項の項 

 （略） 

第７項の表第

８３条第２項

の項 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

第６項  （略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項 第９項 

から 、第５項及び 

第７項の表第

１２条の項 

 （略） 

 （略） 

第７項の表第

８０条第５項

の項 

 （略） 

第７項の表第

８２条の２の

項 

 （略） 

第７項の表第

８３条第２項

の項 

 （略） 

 （略） 

１１ 略 １１ 略 
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１２ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

 （略）

第６項  （略）

第７項の表以

外の部分

第４項の 第１１項の

同項から前項

まで

同項、第５項

及び前項

第７項の表第

１２条の項

 （略）

 （略）

第７項の表第

８０条第５項

の項

 （略）

第７項の表第

８２条の２第

１項の項

 （略）

第７項の表第

８３条第２項

の項

 （略）

 （略）

 （略）

第６項  （略）

第７項の表以

外の部分

第４項 第１１項

から 、第５項及び

第７項の表第

１２条の項

 （略）

 （略）

第７項の表第

８０条第５項

の項

 （略）

第７項の表第

８２条の２の

項

 （略）

第７項の表第

８３条第２項

の項

 （略）

 （略）

１３ 略 １３ 略 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

 （略）

第６項  （略）

第７項の表以

外の部分

第４項の 第１３項の

同項から前項 同項、第５項

 （略）

第６項  （略）

第７項の表以

外の部分

第４項 第１３項

から 、第５項及び

- 46 -



まで 及び前項

第７項の表第

１２条の項

 （略）

 （略）

第７項の表第

８２条の２第

１項の項

 （略）

第７項の表第

８３条第２項

の項

 （略）

 （略）

第７項の表第

１２条の項

 （略）

 （略）

第７項の表第

８２条の２の

項

 （略）

第７項の表第

８３条第２項

の項

 （略）

 （略）

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の美濃加茂市税条例（以下「改正後の条例」とい

う。）第４２条の３、条例附則第６条の２及び条例附則第６条の３の規定は、平

成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２７年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 改正後の条例附則第６条の２第５項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される地方税法の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第

１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」

という。）附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に対して課する平成２

９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 改正後の条例附則第６条の２第６項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される新法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対して課する

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 改正後の条例附則第６条の２第７項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される新法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対して課する

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 改正後の条例附則第６条の２第８項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される新法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対して課する

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 改正後の条例附則第６条の２第９項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される新法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対して課する

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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承第５号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２

８年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し承認を求める。 

  平成２８年６月６日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

   美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

記 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市都市計画税条例（昭和３２年美濃加茂市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（納税義務者等） （納税義務者等） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格

（法第３４９条の３第１０項から第１２項

まで、第２２項から第２４項まで、第２６項、

第２８項から第３１項まで、第３３項又は第

３４項の規定の適用を受ける土地又は家屋

にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に

定める率を乗じて得た額）をいい、前項の「所

有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資

産税について法第３４３条において所有者

又は所有者とみなされる者をいう。 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格

（法第３４９条の３第１０項から第１２項

まで、第２３項、第２４項、第２６項、第２

８項又は第３０項から第３３項までの規定

の適用を受ける土地又は家屋にあつては、そ

の価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗

じて得た額）をいい、前項の「所有者」とは、

当該土地又は家屋に係る固定資産税につい

て法第３４３条において所有者又は所有者

とみなされる者をいう。 

３・４ （略） ３・４ （略） 
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附 則 附 則 

（宅地等に対して課する平成２７年度から

平成２９年度までの各年度分の都市計画税

の特例） 

（宅地等に対して課する平成２７年度から

平成２９年度までの各年度分の都市計画税

の特例） 

３ 宅地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当

該年度分の都市計画税について法第７０２

条の３の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下同じ。）に１００分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該宅地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「宅地等調整都市計画税額」とい

う。）を超える場合には、当該宅地等調整都

市計画税額とする。 

３ 宅地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当

該年度分の都市計画税について法第７０２

条の３の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下同じ。）に１００分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該宅地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「宅地等調整都市計画税額」とい

う。）を超える場合には、当該宅地等調整都

市計画税額とする。 

４ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成２７年度から平成２９年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるとき

４ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成２７年度から平成２９年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第２０項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるとき
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は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額を超える場合

にあつては、前項の規定にかかわらず、当該

都市計画税額とする。 

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額を超える場合

にあつては、前項の規定にかかわらず、当該

都市計画税額とする。 

５ 附則第３項の規定の適用を受ける宅地等

に係る平成２７年度から平成２９年度まで

の各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格に１０分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額に満たない場合に

あつては、附則第３項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額とする。 

５ 附則第３項の規定の適用を受ける宅地等

に係る平成２７年度から平成２９年度まで

の各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格に１０分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第２０項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額に満たない場合に

あつては、附則第３項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額とする。 

６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る平成２７年度から平成２９年度までの

各年度分の都市計画税の額は、附則第３項の

規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画

税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第

１９項を除く。）又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る平成２７年度から平成２９年度までの

各年度分の都市計画税の額は、附則第３項の

規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画

税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第

２０項を除く。）又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都
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市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税

額」という。）とする。 

市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税

額」という。）とする。 

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平成

２７年度から平成２９年度までの各年度分

の都市計画税の額は、附則第３項の規定にか

かわらず、当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１

０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画

税額」という。）とする。 

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平成

２７年度から平成２９年度までの各年度分

の都市計画税の額は、附則第３項の規定にか

かわらず、当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１

０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第２０項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画

税額」という。）とする。 

（農地に対して課する平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の都市計画税の

特例） 

（農地に対して課する平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の都市計画税の

特例） 

８ 農地に係る平成２７年度から平成２９年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

農地が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の

左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

８ 農地に係る平成２７年度から平成２９年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

農地が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第２０項を除く。）又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の

左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における
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都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整

都市計画税額とする。 

都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整

都市計画税額とする。 

（略） （略） 

（読替規定） （読替規定） 

９ （略） ９ （略） 

１０ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、

第３２項、第３６項、第３７項、第４２項若

しくは第４５項、第１５条の２第２項又は第

１５条の３の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第

３４項」とあるのは「若しくは第３４項又は

法附則第１５条から第１５条の３まで」とす

る。 

１０ 法附則第１５条第１項、第１１項、第１

５項から第２２項まで、第２４項、第２６項、

第３０項若しくは第３４項、第１５条の２第

２項又は第１５条の３の規定の適用がある

各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項

中「又は第２８項」とあるのは「若しくは第

２８項又は法附則第１５条から第１５条の

３まで」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市都市計画税条例の規定は、平成２８年度以

後の年度分の都市計画税について適用し、平成２７年度分までの都市計画税につ

いては、なお従前の例による。 
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承第６号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２

８年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

  平成２８年６月６日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する

条例について 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例

を下記のとおり制定する。 

記 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する

条例 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２８年美濃加茂

市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の固定資産評

価審査委員会条例第４条第２項、第３項及

び第６項、第６条第２項、第３項及び第５

項、第１０条、第１１条並びに第１３条の

規定は、平成２８年４月１日以後に地方税

法（昭和２５年法律第１１６号）第４１１

条第２項の規定による公示若しくは同法第

４１９条第３項の規定による公示（同法第

４２０条の更正に基づく納税通知書の交付

   附 則

 （経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の固定資産評

価審査委員会条例第４条第２項、第３項及

び第６項、第６条第２項、第３項及び第５

項、第１０条、第１１条並びに第１３条の

規定は、平成２８年度以後の年度分の固定

資産税に係る固定資産について固定資産課

税台帳に登録された価格に係る審査の申出

について適用し、平成２７年度までの固定

資産税に係る固定資産について固定資産課
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がされた場合には当該納税通知書の交付）

又は同法第４１７条第１項後段の規定によ

る通知（以下この項において「公示等」と

いう。）がされる場合について適用し、同

日前に公示等がされた場合については、な

お、従前の例による。 

税台帳に登録された価格に係る審査の申出

については、なお、従前の例による。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議第３７号 

   美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及 

びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及びポスター

の作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  平成２８年６月６日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及びポスター

の作成の公営に関する条例（平成８年美濃加茂市条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（自動車の使用及びポスターの作成の公営） （自動車の使用及びポスターの作成の公営）

第２条 美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市

長の選挙における候補者（以下「候補者」と

いう。）は、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める金額の範囲内で、無料で、自

動車を使用し、又はポスターを作成すること

ができる。ただし、当該候補者に係る供託物

が法第９３条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により美濃加茂

市（以下「市」という。）に帰属することと

ならない場合に限る。 

第２条 美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市

長の選挙における候補者（以下「候補者」と

いう。）は、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める金額の範囲内で、無料で、自

動車を使用し、又はポスターを作成すること

ができる。ただし、当該候補者に係る供託物

が法第９３条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により美濃加茂

市（以下「市」という。）に帰属することと

ならない場合に限る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) ポスターを作成する場合 候補者１人

について、５２５円６銭に当該選挙におけ

るポスター掲示場の数を乗じて得た金額

に３１０，５００円を加えた金額を当該選

(2) ポスターを作成する場合 候補者１人

について、５１０円４８銭に当該選挙にお

けるポスター掲示場の数を乗じて得た金

額に３０１，８７５円を加えた金額を当該
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挙におけるポスター掲示場の数で除して

得た金額（１円未満の端数がある場合に

は、その端数は、１円とする。以下「単価

の限度額」という。）にポスターの作成枚

数（当該作成枚数が、当該選挙におけるポ

スター掲示場の数に相当する数を超える

場合には、当該相当する数）を乗じて得た

金額 

選挙におけるポスター掲示場の数で除し

て得た金額（１円未満の端数がある場合に

は、その端数は、１円とする。以下「単価

の限度額」という。）にポスターの作成枚

数（当該作成枚数が、当該選挙におけるポ

スター掲示場の数に相当する数を超える

場合には、当該相当する数）を乗じて得た

金額 

（自動車の使用の公費負担額等） （自動車の使用の公費負担額等） 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に

限る。）が同条第１号の契約に基づき当該契

約の相手方である一般乗用旅客自動車運送

事業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動

車運送事業者等」という。）に支払うべき金

額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める金額を、第２条ただし書に規定

する要件に該当する場合に限り、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等

に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に

限る。）が同条第１号の契約に基づき当該契

約の相手方である一般乗用旅客自動車運送

事業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動

車運送事業者等」という。）に支払うべき金

額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める金額を、第２条ただし書に規定

する要件に該当する場合に限り、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等

に対し支払う。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約で

ある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約で

ある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める金額 

イ 当該契約が自動車の借入れ契約（以下

「自動車借入れ契約」という。）である

場合 当該自動車（同一の日において自

動車借入れ契約により２台以上の自動

車が使用される場合には、当該候補者が

指定するいずれか１台の自動車に限

る。）のそれぞれにつき、自動車として

使用された各日についてその使用に対

し支払うべき金額（当該金額が１５，８

００円を超える場合には、１５，８００

円）の合計金額 

イ 当該契約が自動車の借入れ契約（以下

「自動車借入れ契約」という。）である

場合 当該自動車（同一の日において自

動車借入れ契約により２台以上の自動

車が使用される場合には、当該候補者が

指定するいずれか１台の自動車に限

る。）のそれぞれにつき、自動車として

使用された各日についてその使用に対

し支払うべき金額（当該金額が１５，３

００円を超える場合には、１５，３００

円）の合計金額 
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ロ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金（当

該自動車（これに代わり使用される他の

自動車を含む。）が既に前条の届出に係

る契約に基づき供給を受けた燃料の代

金と合算して、７，５６０円に当該候補

者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定に

よる候補者の届出のあった日から当該

選挙の期日の前日までの日数（第１号の

契約が締結されている場合には、当該日

数から当該契約が締結されている日数

を減じて得た日数）を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることに

つき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が

確認したものに限る。） 

ロ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金（当

該自動車（これに代わり使用される他の

自動車を含む。）が既に前条の届出に係

る契約に基づき供給を受けた燃料の代

金と合算して、７，３５０円に当該候補

者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定に

よる候補者の届出のあった日から当該

選挙の期日の前日までの日数（第１号の

契約が締結されている場合には、当該日

数から当該契約が締結されている日数

を減じて得た日数）を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることに

つき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が

確認したものに限る。） 

ハ 当該契約が自動車の運転手の雇用に

関する契約である場合 当該自動車の

運転手（同一の日において２人以上の自

動車の運転手が雇用される場合には、当

該候補者が指定するいずれか１人の運

転手に限る。）のそれぞれにつき、自動

車の運転業務に従事した各日について

その勤務に対し支払うべき報酬の額（当

該報酬の額が１２，５００円を超える場

合には、１２，５００円）の合計金額 

ハ 当該契約が自動車の運転手の雇用に

関する契約である場合 当該自動車の

運転手（同一の日において２人以上の自

動車の運転手が雇用される場合には、当

該候補者が指定するいずれか１人の運

転手に限る。）のそれぞれにつき、自動

車の運転業務に従事した各日について

その勤務に対し支払うべき報酬の額（当

該報酬の額が１２，５００円を超える場

合には、１２，５００円）の合計金額 

２ （略） ２ （略） 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後の美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における

自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、
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施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
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議第３８号 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について

 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。

   平成２８年６月６日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

記 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例

 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（委員の任期） （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、別表委員の任期の欄に

掲げる期間とする。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

第４条 委員の任期は、別表委員の任期の欄に

掲げる年数とする。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第１条―第４条関係） 別表（第１条―第４条関係） 

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関 

附属機関

名 

所掌事項 委員の構成 委員

の定

数 

委員

の任

期 

 （略） 

母子保健

連絡協議

会 

 （略） 

美濃加茂

市予防接

種健康被

予防接種

に関連し

て発生し

(1) 加茂医

師会所属の医

師 

 （略） 

附属機関

名 

所掌事項 委員の構成 委員

の定

数 

委員

の任

期 

 （略） 

母子保健

連絡協議

会 

 （略） 

美濃加茂

市予防接

種健康被

予防接種

に関連し

て発生し

(1) 加茂医

師会所属の医

師 

 （略） 
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害調査委

員会 

た健康被

害に関す

ること。 

(2) 予防接

種に関して専

門的知識を有

する者 

(3) 可茂保

健所長 

美濃加茂

市高齢者

施策等運

営協議会

 （略） 

 （略） 

美濃加茂

市文化会

館のあり

方検討委

員会 

 （略） 

美濃加茂

市女性活

躍推進市

民会議 

美濃加茂

市まち・ひ

と・しごと

創生総合

戦略計画

の推進に

関するこ

と。 

(1) 学識経験

を有する者 

(2) 公募によ

る市民 

１０

人以

内 

１年

害調査委

員会 

た健康被

害に関す

ること。 

(2) 予防接

種に関して専

門的知識を有

する者 

(3) 中濃保

健所長 

美濃加茂

市高齢者

施策等運

営協議会 

 （略） 

 （略） 

美濃加茂

市文化会

館のあり

方検討委

員会 

 （略） 

２ 教育委員会の附属機関 ２ 教育委員会の附属機関 

 （略）  （略） 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は公布の日から施行する。

 （美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年

美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 
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区分 根拠とな

る法律、

条例等

報酬の額 費用弁償

 （略）

美濃加茂市

文化会館の

あり方検討

委員

美濃加茂

市附属機

関の設置

に関する

条例

日額 ５，５

００円（職務

の時間が２時

間未満の場合

は、３，００

０円）

美濃加茂

市職員の

旅費に関

する条例

に規定す

る一般職

の職員の

旅費に相

当する額

美濃加茂市

女性活躍推

進市民会議

委員

美濃加茂市

地籍調査推

進員

 （略）

区分 根拠とな

る法律、

条例等

報酬の額 費用弁償

 （略）

美濃加茂市

文化会館の

あり方検討

委員

美濃加茂

市附属機

関の設置

に関する

条例

日額 ５，５

００円（職務

の時間が２時

間未満の場合

は、３，００

０円）

美濃加茂

市職員の

旅費に関

する条例

に規定す

る一般職

の職員の

旅費に相

当する額
美濃加茂市

地籍調査推

進員

 （略）

備考 備考 

１ 別表に掲げる者のほか、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第３条第

３項第３号に規定する職にある者につ

いては、規則で定める。 

１ 別表に掲げる者のほか、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第３条第

３項第３号に規定する職にある者につ

いては、規則で定める。 

２ 附属機関に臨時委員を設置したとき

は、当該臨時委員の報酬及び費用弁償に

ついては、附属機関の委員の報酬の例に

よる。 

２ 附属機関に臨時委員を設置したとき

は、当該臨時委員の報酬及び費用弁償に

ついては、附属機関の委員の報酬の例に

よる。 
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議第３９号

   美濃加茂市ふるさと文庫基金条例の一部を改正する条例について

美濃加茂市ふるさと文庫基金条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

  平成２８年６月６日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

記

   美濃加茂市ふるさと文庫基金条例の一部を改正する条例

美濃加茂市ふるさと文庫基金条例（平成６年美濃加茂市条例第１号）の一部を次

のように改正する。

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 本市にゆかりのある文化的資料等を

冊子及び物品として、市民等に提供するた

め、美濃加茂市ふるさと文庫基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

第１条 本市にゆかりのある文化的資料等を

冊子にまとめ、市民等に提供するため、美濃

加茂市ふるさと文庫基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

（基金の額） （基金の額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 市長は、必要があると認めるときは、一般

会計歳入歳出予算の定めるところにより基

金に追加して積立てをすることができる。 

２ 必要があるときは、予算の定めるところに

より基金に追加して積立てをすることがで

きる。 

３ 前項の規定により積立てが行われたとき

は、基金の額は、積立額相当額を増加するも

のとする。 

３ 前項の規定により積立てが行われたとき

は、基金の額は、積立額相当額増加するもの

とする。 

（運用益金等の処理） （運用益金の処理） 

第５条 基金の運用及び基金の設置目的を達

成するために必要な事業から生ずる収益は、

一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会

計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入

するものとする。 

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。
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議第４０号 

   美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

 美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正する条例を下

記のとおり制定する。 

  平成２８年６月６日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例（平成２７年美濃加茂市条

例第３号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（実施施設） （実施施設） 

第４条 一時預かりを実施する施設（以下「実

施施設」という。）は、法第３４条の１３に

規定する基準を満たさなければならない。 

第４条 一時預かりを実施する保育所は、美濃

加茂市保育園の設置及び管理に関する条例

（平成２７年美濃加茂市条例第２号）第３条

に規定する保育園のうち、次のとおりとす

る。 

 (1) 太田第一保育園 

 (2) 山之上保育園 

（委託） 

第１７条 市長は、一時預かりの実施を委託す

ることができる。 

（実施施設の認定等） 

第１８条 前条の規定により一時預かりの委

託を受けようとする者は、あらかじめ市長に

申請し、実施施設の認定を受けなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その
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内容を審査し、認定の可否を決定するものと

する。 

３ 実施施設の認定を受けた者は、認定内容に

変更が生じたときは、その都度市長に申請

し、変更の許可を受けなければならない。 

４ 前項に規定する申請を受けたときは、第２

項の規定を準用する。 

（認定の取消し） 

第１９条 市長は、前条の規定により認定を受

けた実施施設が第４条の基準に適合しなく

なったとき、又は市長が実施施設として不適

格であると認めたときは、当該認定を取り消

すものとする。 

（委任） （委任） 

第２０条 （略） 第１７条 （略） 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４１号

   美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施する

ために必要な基準を定める条例の一部を改正する条例について

美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために必要

な基準を定める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

  平成２８年６月６日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

記

美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために

必要な基準を定める条例の一部を改正する条例

美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために必要

な基準を定める条例の一部を改正する条例（平成２７年美濃加茂市条例第５号）の

一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第１１

５条の４６第５項の規定に基づき、地域包括

支援センターにおける包括的支援事業を実

施するために必要な基準を定めるものとす

る。 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第１１

５条の４６第４項の規定に基づき、地域包括

支援センターにおける包括的支援事業を実

施するために必要な基準を定めるものとす

る。 

（職員に係る基準及び当該職員の員数） （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常勤職

員の員数は、原則として次のとおりとする。

第４条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常勤職

員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 主任介護支援専門員（省令第１４０条 (3) 主任介護支援専門員（省令第１４０条
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の６８第１項第１号に規定する主任介護

支援専門員研修を修了した者であって、当

該研修又は同項第２号に規定する主任介

護支援専門員更新研修を修了した日から

起算して５年を超えない期間ごとに主任

介護支援専門員更新研修を修了した者を

いう。）その他これに準ずる者 １人 

の６８第１項に規定する主任介護支援専

門員研修を修了した者をいう。）その他こ

れに準ずる者 １人 

２ （略） ２ （略） 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

 （経過措置）

２ 平成２５年度までに主任介護支援専門員研修（介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号）第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援専

門員研修をいう。以下同じ。）を修了した者に対するこの条例による改正後の美

濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために必要な

基準を定める条例第４条第１項第３号の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる主任介護支援専門員研修の修了時に応じ、同号中「当該研修又は同項第２

号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して５年を超え

ない期間ごとに」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

主任介護支援専門員研修の修了時 読み替える字句

平成２３年度までに修了した者 平成３１年３月３１日までに及び同

日以降５年を超えない期間ごとに

平成２４年度及び平成２５年度に修了

した者

平成３２年３月３１日までに及び同

日以降５年を超えない期間ごとに
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議第４２号

   美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について

美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

下記のとおり制定する。

  平成２８年６月６日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

記

美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例

美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例（平成２２年美濃加茂市

条例第３１号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（使用者の遵守事項） （使用者の遵守事項） 

第８条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

第８条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 支援施設及び支援施設内の器物、備品

等を故意に破損し、汚損し、又は持ち出さ

ないこと。 

(2) 支援施設及び支援施設内の什器、備品

等を故意に破損し、汚損し、又は持ち出さ

ないこと。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

サービスの種類 サービスの内容 対象者 

生活介護（法５条第

７項の生活介護を

いう。） 

１ 入浴、排せつ

及び食事等の

介護 

２ 調理、洗濯及

び掃除等の家

事並びに生活

法第１９

条第１項

の規定に

よる介護

給付費等

の支給決

サービスの種類 サービスの内容 対象者 

就労継続支援B型

（法第５条第１４

項の就労継続支援

のうち障害者の日

常生活及び社会生

活を総合的に支援

１ 就労及び生

産活動の機会

の提供 

２ 前項の機会

を通じて知識

及び能力が高

法第１９

条第１項

の規定に

よる介護

給付費等

の支給決

- 67 -



等に関する相

談、助言 

３ 日常生活上

の支援並びに

創作的活動及

び生産活動の

機会の提供 

４ 身体機能及

び生産能力の

向上のための

必要な支援 

定を受け

た障害者

就労継続支援B型

（法第５条第１４

項の就労継続支援

のうち障害者の日

常生活及び社会生

活を総合的に支援

するための法律施

行規則第６条の１

０第２号の就労継

続支援B型をいう。）

１ 就労及び生

産活動の機会

の提供 

２ 前項の機会

を通じて知識

及び能力が高

まった者に対

しての就労へ

の移行に向け

た支援 

３ 利用者が一

定期間サービ

スの利用をし

なかった場合

に当該利用者

の居宅を訪問

して行う相談

援助等 

するための法律施

行規則第６条の１

０第２号の就労継

続支援B型をい

う。） 

まった者に対

しての就労へ

の移行に向け

た支援 

３ 利用者が一

定期間サービ

スの利用をし

なかった場合

に当該利用者

の居宅を訪問

して行う相談

援助等 

定を受け

た障害者

   附 則

 この条例は、平成２８年７月１日から施行する。
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議第４３号 

平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第２号） 

平成２８年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４４，３１１千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，７４０，３４１千

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 平成２８年６月６日提出 

                美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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第 ２ 表

（変更）

利　　　　率 利　　　　率

かわまちづくり整備事業 115,500 年4.0％以内 62,200 年4.0％以内

地　　　　方　　　　債　　　　補　　　　正

千円 千円

起　　債　　の　　目　　的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限　　度　　額 限　　度　　額
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19,140 8,039 5,742 32,921 4,316 37,237

(4.2)

15 94,093 94,093 26,763 120,856

1,246 46,896 46,896 46,896

1,263 140,989 19,140 8,039 5,742 173,910 31,079 204,989

19,140 8,039 5,742 32,921 4,316 37,237

(4.2)

15 94,093 94,093 26,763 120,856

1,236 46,716 46,716 46,716

1,253 140,809 19,140 8,039 5,742 173,730 31,079 204,809

10 180 180 180

10 180 180 180

2

2
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6,719,471      6,506,357      700,500         791,486         6,415,371

182,623         158,926         9,400            23,953          144,373

136,612         96,557          31,833          64,724

506,536         425,282         67,326          357,956

35,256          18,956          2,570            16,386

3,447,486      3,102,189      239,400         460,814         2,880,775

108,748         101,212         25,800          17,513          109,499

2,302,210      2,603,235      425,900         187,477         2,841,658

7,886,486      8,041,432      820,000         733,407         8,128,025

506,133         423,071                             84,270          338,801

667,205         528,815                             124,985         403,830

6,713,148      7,089,546      820,000         524,152         7,385,394

14,605,957    14,547,789    1,520,500      1,524,893      14,543,396
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議第４４号 

美濃加茂市固定資産評価員の選任について 

 美濃加茂市固定資産評価員に下記の者を選任したいから、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により、議会の同意を

求める。 

平成２８年６月６日提出 

                             美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

住  所  美濃加茂市山之上町５１４０番地 

氏  名  山 田 久 美 子 

生年月日  昭和３４年９月２８日 
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議第４５号 

美濃加茂市教育委員会の委員の任命について 

 美濃加茂市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２

項の規定により、議会の同意を求める。 

平成２８年６月６日提出 

                             美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                記 

住  所  美濃加茂市中富町２丁目２番３４号 

氏  名  髙 野 光 泰 

生年月日  昭和３９年６月１９日 
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